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研究成果の概要（和文）：研究期間に締約国数が177に達した障害者権利条約の実施過程を明らかにし、その分
析結果を迅速に国内外で社会的に還元することに努めた。実施過程を分析するために、この条約の国際的モニタ
リング機関である障害者権利委員会による建設的対話の傍聴を継続的に行った。重視したのは“Nothing About 
us without us”（私たち抜きで私たちのことを決めないで）という言葉で条約交渉中から繰り返され、条約に
明記された障害者組織などの市民社会の参加である。委員会による事前質問事項作成や総括所見策定に関して、
市民社会の障害者組織からの情報提供（パラレルレポート）の役割が非常に大きいことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This research focused on the implementation process of the Convention on the
 Rights of Persons with Disabilities (CRPD) whose ratification reached 177 during the research 
period and shared its findings with the public widely.  The researcher observed sessions of the CRPD
 Committee, that served as the international monitoring body of the CRPD paying special attention to
 the roles played by civil society, including organizations of persons with disabilities (DPOs).  
Participation by persons with disabilities was emphasized during the negotiation of the CRPD, 
expressed by “nothing about us without us”, and provided for in the text of the CRPD.  The 
research found out that the information provided by the civil society and DPOs proved essential in 
the elaboration of List of Issues and Concluding Observations by the CRPD Committee.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2006 年に採択された障害者権利条約は、
2011 年に障害者権利委員会による審査が開
始され、2013 年の研究開始時点においては審
査過程が開始されたばかりだった。個別の締
約国への勧告である総括所見に加えて、特定
の条文に関する解釈である一般的意見の採
択もまさにこれから本格化しようとしてい
たという背景がある。 
 
２．研究の目的 
2006 年 12 月に採択され、すでに 130 以上の
国と地域組織が批准を行い、日本が現在の障
害者制度改革を通じて批准を目指している
障害者の権利条約（Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities)は、障害学
(disability studies)を基盤とするものであ
り、その国内外での実施過程は、障害者の生
及び障害学の理論と実践に大きな影響をも
たらす可能性がある。 
 本研究では、同条約の国内外での実施状況
と共に、障害学の理論の社会的な応用の有効
性を明らかにする。予想される結果と意義と
しては、日本国内で進められている権利条約
の批准に向けての制度改革と、国連のアジア 
太平洋障害者の十年の実施を通じたアジア
太平洋地区をはじめとする、国際的な障害者
の権利条約の実施との相互の影響を迅速に
障害学の観点から明らかにし、日本社会及び
国際社会への還元がある。（2013 年 4 月「交
付申請書」より） 
 
３．研究の方法 
(1)内外の文献による研究、(2)障害者を含む
専門家との研究会の開催、(3)障害者権利条
約締約国会議（ニューヨーク）や障害者権利
委員会（ジュネーブ）の傍聴、(4)学会、学
会誌等での報告と成果物の出版。 
 
４．研究成果 
障害学が提唱してきた障害の社会モデル

と、その発展形である、障害者権利委員会が
総括所見などで言及する障害の人権モデル
は、障害者権利条約の実施において基盤とし
て大きな役割を果たしていることが明らか
になった。たとえば日本においても、批准に
向けた制度改革の過程を通して、社会の障壁
に着目する障害の社会モデルは広く知られ
るようになった。概念として社会モデルが定
着することは、条約の成立以前には想像する
ことが出来なかった。その実践には多くの課
題はあるが、少なくとも用語と概念として行
政を含め社会的な言及が飛躍的に増えた。 
また、研究期間終了時において、177 の締約
数に達した障害者権利条約の実施は、締約国、
そして当該締約国においても分野によって
大きなバラツキがあることが明らかになっ
た。 そして他の条約と比べても、直接影響
をうける層、すなわち障害者を代表する組織
と市民社会の条約実施とモニタリングにお

ける役割の大きさが把握された。 
本研究の成果を論文や講演、ワークショップ
という形で積極的に国内外において広範な
社会的還元が行われた。また、まったく想定
外だったが、2017 年に実施された中華民国
（台湾）の国連システム外での独自の障害者
権利条約初回審査に、英国、カナダ、スウェ
ーデン米国の専門家と共に携わるという機
会（研究代表者は国際審査委員会委員長を務
めた）においても、本研究の知見を最大限に
活かすことができた。 
 今後の展望としては、歴史的・文化的な背
景もあり、政策面においても共通の課題を共
有する他の東アジア諸国・地域（韓国、中国、
香港、マカオ、台湾、モンゴル等）における
条約実施、特に障害者組織をはじめとする市
民社会の役割について、いっそう明らかにす
る必要がある。 
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